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  証券コード　2719
  平成22年６月８日

株 主 各 位  

 高 知 市 本 町 ４ 丁 目 １ 番 1 6 号
 株式会社 キ タ ム ラ
 代表取締役社長 浜 田 　 宏 幸

第76期定時株主総会招集ご通知

拝啓　ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。
　さて、当社第76期定時株主総会を下記により開催いたしますので、
ご出席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権
行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成22年６月22日（火曜日）
午後６時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 平成22年６月23日（水曜日）午前10時
２．場 所 横浜市港北区新横浜３－６－15

新横浜グレイスホテル　３階グレイス
３．目 的 事 項  

　報 告 事 項 １．第76期（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査
役会の連結計算書類監査結果報告の件

　  ２．第76期（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）
計算書類報告の件

　決 議 事 項  

　第１号議案 剰余金の処分の件
　第２号議案 定款一部変更の件
　第３号議案 取締役21名選任の件
　第４号議案 監査役１名選任の件
　第５号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

 
以　上


　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげ
ます。
　なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネッ
ト上の当社ウェブサイト（アドレス　http://www.kitamura.co.jp/top.html）に掲載させていただきます。
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（提供書面）
　

事　 業　 報　 告

（平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで）

　
１．企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

  ①　事業の経過および成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、好調なアジア経済や政府

の経済政策の効果を背景に、景気後退局面から一部持ち直しの動きが

見られるものの、本格的な企業業績の回復には至っておらず、雇用情

勢の悪化、節約志向や生活防衛意識が高まり、個人消費が低迷するな

ど、依然として厳しい状況が続いております。

このような経営環境の中、当社グループは事業環境の激変に対応す

るために、自ら変化を加速させ、「業態変革の施策」を大胆に敢行し

ました。

1)「カメラのきむら」「ＳＮＡＰＳ！」の店舗外観・店舗名称を

｢カメラのキタムラ」に統一し、ブランドを統合しました。

2) その結果、商圏の重複する小型店舗４５店をスクラップしました。

3）売上・客数拡大のために「スタジオマリオ」を既存の「カメラ

のキタムラ」店舗内に114店併設出店しました。また「スタジ

オマリオ」全店のロゴや店舗を大きく一新しました。

4）証明写真の売上拡大のために、ハイクオリティな付加価値を提

供する「プレミアム証明写真」を全店に導入し、それにともな

い快適な撮影環境を提供する「スタジオＫ」を「カメラのキタ

ムラ」店舗内200店に展開しました。

5）フォトブックの主力商品である、最速30分仕上げの「スピード

タイプ」や国内唯一の両面写真仕上げの「プレミアムタイプ」

に加え、Ａ４サイズで大きく残す「ビックタイプ」、写真とい

っしょに手書き文字も本になる「手作りタイプ」、アクセサリ

ー感覚で手軽に作れる「ミニミニフォトブック」、ケータイで

撮った写真をブログ感覚で残す「ケータイフォトブック（Ｃｈ

ｕ－ｍｅ）」などフォトブックのラインアップを拡充しました。
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6）お客様が店頭でお探しの商品を検索し、取り寄せ注文できるＥ

Ｃ専用端末を全店に設置しました。　

7）デジタルカメラ・交換レンズ・ビデオカメラのレンタル事業を

開始しました。

8）デジカメプリント・フォトブック等の店頭注文端末7,000台を、

お客様がより快適に、簡単にご注文できるようにバージョンア

ップしました。

これらの施策により、一時的な費用が増えた一方で「スタジオマリ

オ」115店の出店と並行して、大胆なコスト削減を推進したことによ

り、販売費及び一般管理費が前年より1,827百万円減少（前年比3.4%

減）しました。

しかしながら、フィルムプリントの減少を、フォトブック・年賀

状・「スタジオマリオ」のプリント等の売上高の増加でカバーできま

せんでした。

この結果、当連結会計年度において当社グループ（当社および連結

子会社）の実績は、売上高140,879百万円（前年比8.5%減）、営業損

失286百万円（前年は1,211百万円の営業利益）、経常利益1,044百万

円（前年比51.7%減）となりました。

また当期純利益につきましては、法人税等調整額の影響もあり当期

純利益34百万円（前年比96.2%減）となりました。

通期の主たる要因は、以下のとおりであります。

　1）売上高が前年より13,102百万円減少しました。

  　・主たる要因は、映像機器部門では主力のデジタルカメラ、デ

    　ジタル一眼レフカメラの販売額の下落によって前年より7,445

　　　百万円減少、プリント部門でフィルムプリントの減少を主力

　　　のデジカメプリントやフォトブックでカバーできず、前年よ

　　　り2,090百万円の減少によるものであります。

  2）販売費及び一般管理費は前年より1,827百万円減少しました。

  　・主たる要因は、グループ組織の再編によるスリム化、継続的

　　　な経費の見直しなどを推進したことにより、給料及び手当を　

　　　988百万円、販売促進費202百万円、賃借料693百万円、荷造運

　　　送費101百万円等を削減したこと等によるものであります。
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  3）特別損益の部は、前年より968百万円損失が減少しました。

　　・主たる減少要因は、固定資産除却損184百万円、減損損失389

　　　百万円、関係会社の事業構造改善費用142百万円、投資有価証

　　　券評価損147百万円の減少等によるものであります。　　

　

②　設備投資の状況

当連結会計年度中に実施いたしました設備投資の総額は3,530百万

円で、その主な内容は次のとおりであります。

1）「スタジオマリオ」の新規出店による投資で、主な新規出店は

次のとおりであります。

兵 庫 県……マリオ加古川店

広 島 県……マリオあけぼの店

茨 城 県……マリオ谷和原店　

長 野 県……マリオ並柳店　

他、全国111店舗

2）本社システム開発投資

3）「スタジオＫ」設置に係る投資　　

　

③　資金調達の状況

　特記すべき事項はありません。　

　

④　事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

　該当事項はありません。　

　

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況

　該当事項はありません。　

　

⑥　吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継

の状況

　該当事項はありません。　

　

⑦　他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

　該当事項はありません。
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(2) 財産および損益の状況

区　　分
第73期 第74期 第75期 第76期

(平成18年度) (平成19年度) (平成20年度) (平成21年度)

売 上 高(百万円) 139,398 162,968 153,981 140,879

経 常 利 益(百万円) 3,521 3,253 2,163 1,044

当 期 純 利 益(百万円) 1,329 1,152 903 34

１株当たり当期純利益(円) 76.23 65.10 51.16 1.99

総 資 産(百万円) 70,986 66,945 63,357 61,276

純 資 産(百万円) 16,299 16,919 17,465 17,018

　

(3) 重要な親会社および子会社の状況

①　親会社との関係

　　該当事項はありません。

　

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 議決権比率 主要な事業内容

 百万円 ％ デジタル加工処理・映像
写真関連商品の卸・小売、
ミニラボ機器の販売

株 式 会 社 ラ ボ ネ ッ ト ワ ー ク 201 100.0

株 式 会 社 ラ ボ 生 産 30 100.0
プリント現像処理および
デジタル加工処理の卸売

株式会社ピクチャリングオンライン 100 100.0
インターネット通販、ネ
ットによる販売促進業務

株 式 会 社 ビ コ ム キ タ ム ラ 490 100.0
ビデオ・ＣＤレンタルお
よびゲーム関連機器等の
販売

株式会社キタムラピーシーデポ 160 60.0

パーソナルコンピューター、
同関連商品および写真関連
用品等の販売、記録メディ
アのプリント加工

株 式 会 社 キ タ ム ラ メ デ ィ カ ル 10 100.0
レントゲンフィルム、医
療用機器等の販売

株式会社キタムラトレードサービス 30 100.0
写真関連用品等の輸出入
販売
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(4) 対処すべき課題

①　現状の認識について

　　写真業界ではデジタルカメラの価格競争の激化が進むとともに、プリン

トがフィルムからデジタルへ、そして、フォトブックへと大きく転換しま

す。

　

②　対処すべき課題

　　小売業界におきましては、雇用情勢や所得環境等は引き続き厳しく、先

行き不透明な経済状況が続くことが予想され、当社グループを取り巻く環

境も引き続き厳しい状況が続くことが予想されます。

　　このような情勢の下、当社および子会社といたしましては、今後も一段

と厳しさが増すと予想される価格競争に勝ち、生き残る事ができる強い体

質作りに継続して取り組む所存であります。　　　　　　　　　　　　　

　

　　株主の皆様、よろしくご支援を賜りますようお願い申しあげます。

　

(5) 主要な事業内容（平成22年３月31日現在）

　当社グループは、カメラおよびフィルム、カラープリント、写真用品、ビ

デオカメラ、デジタルカメラ、パソコン等の小売販売を主な事業とし、これ

に付帯する事業を営んでおります。

　販売商品は分類別に大別され、主なものは次のとおりであります。

分 類 主 要 商 品 名

カ メ ラ デジタルカメラ、一眼レフカメラ等

フ ィ ル ム フィルム、プリント用品等

Ａ Ｖ （ 音 響 ・ 映 像 ） ビデオカメラ等

プ リ ン ト フォトブック、カラープリント、ポストカード等

そ の 他 パソコン、電池等
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(6) 主要な営業所（平成22年３月31日現在）

①　本店等　　　高知本社　（高知県高知市）

新横浜本社（横浜市港北区）

　

②　当社グループ店所

北 海 道 ・ 東 北 地 方 北 海 道……札幌／元町店  

 青 森 県……青森／浜館店  

 岩 手 県……盛岡／南店  

 宮 城 県……仙台／泉店  

 秋 田 県……秋田／広面店  

 山 形 県……米沢／金池店  

 福 島 県……いわき／平店 他113店

関 東 地 方 茨 城 県……取手／戸頭店  

 栃 木 県……足利／南店  

 群 馬 県……高崎／緑町店  

 埼 玉 県……埼玉／坂戸店  

 千 葉 県……市川／北国分店  

 東 京 都……東京／羽村店  

 神 奈 川 県……平塚／平塚店 他314店

甲 信 越 地 方 新 潟 県……新潟／関新店  

 長 野 県……松本／渚店  

 山 梨 県……甲府／昭和店  他68店

東 海 地 方 静 岡 県……浜松／柳通り店  

 愛 知 県……名古屋／守山・今尻店  

 三 重 県……四日市／西浦店  

 岐 阜 県……岐阜／長良店 他151店

北 陸 地 方 富 山 県……富山／掛尾店  

 石 川 県……金沢／有松店  

 福 井 県……福井／バイパス南店  他39店

近 畿 地 方 滋 賀 県……草津／野村店  

 京 都 府……京都／四条西院店  

 大 阪 府……大阪／なんばＣＩＴＹ店  

 兵 庫 県……姫路／英賀保店  

 奈 良 県……奈良／南店 　

 和 歌 山 県……御坊／オークワロマンシティ店 他176店
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中 国 地 方 岡 山 県……岡山／青江店  

 広 島 県……広島／あけぼの店  

 山 口 県……山口／バイパス吉敷店  

 島 根 県……松江／学園通り店  

 鳥 取 県……鳥取／鳥取店 他102店

四 国 地 方 高 知 県……高知／堺町店  

 徳 島 県……徳島／沖浜バイパス店  

 香 川 県……高松／高松南店  

 愛 媛 県……松山／朝生田店 他102店

九 州 ・ 沖 縄 地 方 福 岡 県……福岡／天神店  

 佐 賀 県……佐賀／南部バイパス店  

 長 崎 県……大村／大村店  

 熊 本 県……熊本／くまなん店  

 大 分 県……大分／光吉店  

 宮 崎 県……宮崎／中央店  

 鹿 児 島 県……隼人／隼人国分店  

 沖 縄 県……沖縄／北谷店 他153店

　

(7) 使用人の状況（平成22年３月31日現在）

①　企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

1,978名 14名減

（注）使用人数にはパート6,343名は含まれておりません。

　

②　当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

1,631名 21名増 37.1歳 11.6年

（注）使用人数にはパート5,511名は含まれておりません。
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(8) 主要な借入先の状況（平成22年３月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 四 国 銀 行 7,038百万円

株式会社みずほコーポレート銀行 2,385

株 式 会 社 高 知 銀 行 1,991

住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 1,714

（注）１．当社は運転資金の安定的かつ効率的な調達を行うため、借入極度額100億円のコミット

メントライン契約を主幹事の株式会社四国銀行と締結しております。

２．当該契約に基づく当連結会計年度末の借入実行残高はありません。
　

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。　　
　

２．会社の現況

(1) 株式の状況（平成22年３月31日現在）

①　発行可能株式総数 49,800,000株

②　発行済株式の総数 17,918,252株

③　株主数 4,894名

④　大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 キ タ マ サ 2,207千株 12.9％

富 士 フ イ ル ム 株 式 会 社 1,700千株 9.9％

キ タ ム ラ 従 業 者 持 株 会 1,266千株 7.4％

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 640千株 3.7％

株 式 会 社 四 国 銀 行 600千株 3.5％

北 村 正 志 378千株 2.2％

木 村 朝 彦 369千株 2.1％

株式会社みずほコーポレート銀行 360千株 2.1％

東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社 359千株 2.0％

株 式 会 社 ニ コ ン 328千株 1.9％

（注）持株比率は自己株式（809,338株）を控除して計算しております。　　
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(2) 新株予約権の状況

①　当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の

状況

（平成22年３月31日現在）　　

発行決議日 平成16年６月29日

新株予約権の数 　　　　　　　302個

新株予約権の目的となる株式の種類と数
普通株式　　302,000株

（新株予約権１個につき1,000株）

新株予約権の払込金額 －

新株予約権の行使に際して出資される財産

の価額

新株予約権１個当たり

　　　　1,117,000円

（１株当たり1,117円）

権利行使期間
平成18年７月１日から

平成23年６月30日まで

行使の条件 （注）

役
員
の
保
有
状
況

取締役

(社外取締役を除く)

新株予約権の数 282個

目的となる株式数

282,000株

保有者数 　　　17人

監査役

新株予約権の数  20個

目的となる株式数

20,000株

保有者数 　　  ２人

（注）新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社の取締役、監査役、従業

員および関係会社の取締役、監査役の地位にあることを要する。

　

②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約

権の状況

　該当事項はありません。
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(3) 会社役員の状況

①　取締役および監査役の状況（平成22年３月31日現在）
　取締役および監査役の氏名、会社における地位、担当および重要な兼職
の状況は次のとおりであります。

地 位 氏 名 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役会長 北 村 正 志
ＣＥＯ
株式会社ラボ生産代表取締役会長
株式会社キタマサ代表取締役社長

代表取締役副会長 杉 本 　 央
株式会社キタムラ経理代表取締役社長
株式会社トランスフォーメーション代表取締役社長

代表取締役社長 浜 田 宏 幸 ＣＯＯ

取締役副社長 北 村 正 雄 営業部長兼販促担当兼通販事業部担当

常 務 取 締 役 武 川 　 泉
東岡山地区事業部長兼岡山／青江店店長
株式会社キタムラピーシーデポ代表取締役社長

常 務 取 締 役 甲 藤 隆 造 カメラのキタムラ事業部長兼岐阜地区事業部長

取 締 役 水 野 年 成
なんばＣＩＴＹ地区事業部長兼大阪／なんばＣＩＴＹ店
店長

取 締 役 菅 原 孝 行 管理部長

取 締 役 木 内 憲 一 フォトカルチャー事業部長兼商品開発部長

取 締 役 岩 本 満 孝 開発部部長

取 締 役 松 井 幹 夫 営業部ＦＣ・業務委託担当

取 締 役 大 西 英 之 ラボネットワーク担当

取 締 役 小 川 敦 之 営業部営業推進部長兼東東京地区事業部長

取 締 役 脇 田 保 臣 西広島地区事業部長兼広島／あけぼの店店長

取 締 役 秋 山 圭 一 渋谷地区事業部長兼東京／渋谷店店長

取 締 役 金 澤 　 稔 業務改善室長

取 締 役 輪 違 秀 行
宮城地区事業部長兼仙台／泉店店長兼名取／イオンモー
ル名取エアリ店店長

取 締 役 岡 林 一 郎 スタジオマリオ事業部副事業部長

取 締 役 成　岡　冨士夫 西千葉地区事業部長兼市川／北国分店店長

取 締 役 蒲 地 順 二 中静岡地区事業部長兼静岡／石田店店長　

取 締 役 石 橋 憲 人 ＥＣ推進担当兼販促担当　

取 締 役 松 尾 　 喬 株式会社ナイスク代表取締役会長
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地 位 氏 名 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

常 勤 監 査 役 西 本 修 司  

監 査 役 椿 　 　 勲 株式会社椿総合経営研究所代表取締役

監 査 役 紅 露 昭 男  

監 査 役 上 原 和 彦 　

（注）１．取締役松尾　喬氏は、社外取締役であります。

２．監査役紅露昭男氏および上原和彦氏は、社外監査役であります。

　　なお、当社は監査役上原和彦氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定

し、同取引所に届け出ております。　

３．取締役石橋憲人氏は平成21年６月24日開催の当社第75期定時株主総会において新たに

選任され、取締役に就任しました。

　

②　取締役および監査役の報酬等の総額

区 分 支給人員 報酬等の総額

取 締 役
（ う  ち  社  外  取  締  役 ）

22名
(2)

　　238百万円　
　　(7)

監 査 役
（ う  ち  社  外  監  査  役 ）

4
(2)

34
(7)

合 計 26 273

（注）１．取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２．上記には、平成21年６月24日開催の第75期定時株主総会終結の時をもって退任した取

締役１名を含んでおります。

３．取締役の報酬限度額は、平成６年６月29日開催の第60期定時株主総会において月額

5,000万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

４．監査役の報酬限度額は、平成18年６月29日開催の第72期定時株主総会において月額400

万円以内と決議いただいております。

５．報酬等の総額には、取締役及び監査役に対する役員退職慰労引当金繰入額（取締役60

百万円、監査役5百万円）が含まれております。

６．上記のほか、平成21年６月24日開催の第75期定時株主総会決議に基づき、役員退職慰

労金を下記のとおり支給しております。

退任社外取締役　１名 3百万円
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③　社外役員に関する事項

イ．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況および当社と当該
他の法人等との関係

・取締役松尾　喬氏は、株式会社ナイスクの代表取締役を兼務しており
ます。なお、当社は株式会社ナイスクとの間に広告関連等に関する取
引があります。

ロ．他の法人等の社外役員としての重要な兼職の状況および当社と当該他
の法人等との関係

　・該当事項はありません。
ハ. 当事業年度における主な活動状況　
・取締役会および監査役会への出席状況

地 位 お よ び 氏 名
取締役会（16回開催） 監査役会（12回開催）

出 席 回 数 出 席 率 出 席 回 数 出 席 率

取 締 役 松 尾 　 喬 15回 93％ － －

監 査 役 紅 露 昭 男 16回 100％ 12回 100％

監 査 役 上 原 和 彦 16回 100％ 12回 100％

・取締役会における発言状況
　取締役松尾　喬氏は、その豊富な経営経験をもとに、社外の客観的
な見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性
を確保するための助言・提言を行っております。
　監査役紅露昭男、上原和彦の両氏は、主に会計もしくは税務的な見
地から、公正な意見の表明を行い取締役会の意思決定の妥当性・適正
性を確保するための助言・提言を行っております。

・監査役会における発言状況
　監査役紅露昭男、上原和彦の両氏は、当社の経理システムならびに
内部監査について適宜、必要な発言を行っております。
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(4) 会計監査人の状況

①　名称 あずさ監査法人

　

②　会計監査人の報酬等の額

イ．当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

区 分 報 酬 等 の 額

公認会計士法第２条第１項の業務（監査証明業務）に
係る報酬等の額

53百万円

（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基

づく監査の監査報酬等の額を区別しておらず、実質的にも区分できないため、上記の金額

にはこれらの合計金額を記載しております。

ロ．当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益

の合計額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　64百万円

　

③　非監査業務の内容

　該当事項はありません。

　

④　会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が

あると判断した場合は、監査役会の同意を得たうえで、または、監査役会

の請求に基づいて、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目

的とすることといたします。

　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当

すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監

査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後

最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任

の理由を報告いたします。
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(5) 業務の適正を確保するための体制

　取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体

制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

は以下のとおりであります。

①　取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保す

るための体制

　当社のコンプライアンスの推進については、役員および従業者が、それ

ぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題としてとらえ業務運営にあた

るよう、研修等により指導する。

　また、当社は、相談・通報体制を設け、役員および従業者が、社内にお

いてコンプライアンス違反行為が行われ、または行われようとしているこ

とに気がついたときは、管理部長、常勤監査役等に通報（匿名も可）しな

ければならないと定める。会社は、通報内容を秘守し、通報者に対して、

不利益な扱いを行わない。

　

②　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社は、有事においては、社長を本部長とする「緊急対策本部」が統括

して危機管理にあたるものとする。

　なお、当社は、平時においては、各部門において、その有するリスクの

洗い出しを行い、そのリスクの軽減等に取り組むとともに、会社全体とし

て対応することとする。

　

③　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　当社は、定例の取締役会を毎月１回以上開催し、重要事項の決定ならび

に取締役の業務執行状況の監督等を行う。取締役会の機能をより強化し経

営効率を向上させるため、全取締役が出席する水曜会（経営会議）を月１

回以上開催し、業務執行に関する基本的事項および重要事項に係る意思決

定を機動的に行う。

　業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画および各

年度予算を立案し、全社的な目標を設定する。各部門においては、その目

標達成に向け具体策を立案・実行する。

　なお、変化の厳しい経営環境に機敏に対応するため、取締役の任期は１

年としております。
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④　取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　当社は、法令・社内規程に基づき、文章等の保存を行う。

　また、情報の管理については、情報セキュリティに関するガイドライン、

個人情報保護に関する基本方針を定めて対応する。

　

⑤　当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制

　当社は、当社企業グループ各社にコンプライアンス担当者を置くととも

に、当社がグループ全体のコンプライアンスを統括・推進する体制とする。

　なお、関連会社の経営については、その自立性を尊重しつつ、業務内容

の定期的な報告と重要案件についての事前協議を行う。

　

⑥　監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該

使用人に関する事項および使用人の取締役からの独立性に関する事項

　現在、監査役の職務を補助すべき使用人はいないが、必要に応じて、監

査役の業務補助のため監査役スタッフを置くこととし、その人事について

は、取締役と監査役が意見交換を行う。

　また、監査役の職務を補助する使用人の適切な職務の遂行のため、人事

考課は監査役が行い、人事異動は監査役と取締役が協議する。

　

⑦　監査役への報告体制およびその他監査役の監査が実効的に行われること

を確保するための体制

　取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発

見したときは、法令に従い、直ちに監査役に報告する。

　また、監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程および業務の執

行状況を把握するため、水曜会（経営会議）などの重要会議に出席すると

ともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文章を閲覧し、必要

に応じて取締役または使用人にその説明を求めることとする。

　なお、監査役は、当社の会計監査人であるあずさ監査法人から会計監査

内容について説明を受けるとともに、会計監査人および業務改善室（内部

監査）と相互連携を図っていく。

　

(6) 会社の支配に関する基本方針

　当社では、会社の財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方に関

する基本方針については、特に定めておりません。



－ 17 －

連 結 貸 借 対 照 表

（平成22年３月31日現在）
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

商 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

工具、器具及び備品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

敷 金 及 び 保 証 金

仕 入 先 長 期 積 立 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

29,444

4,907

6,080

12,332
1,022

700

431

3,976

81

△87

31,832

13,084

4,706

475

1,928

5,638

334

1

2,986

2,257

729

15,761

623

22

453

2,540

10,705

1,404

99

△87

流 動 負 債 30,640

支払手形及び買掛金 16,227

短 期 借 入 金 1,700

１年内返済予定の長期借入金 7,590

１年内償還予定の社債 40

未 払 金 1,601

リ ー ス 債 務 146

未 払 法 人 税 等 450

未 払 消 費 税 等 106

未 払 費 用 1,772

賞 与 引 当 金 817

役 員 賞 与 引 当 金 10

そ の 他 178

固 定 負 債 13,617

長 期 借 入 金 8,890

リ ー ス 債 務 203

退 職 給 付 引 当 金 2,785

役員退職慰労引当金 533

負 の の れ ん 940

そ の 他 263

負 債 合 計 44,258

純 資 産 の 部

株 主 資 本 16,896

資 本 金 2,852

資 本 剰 余 金 2,419

利 益 剰 余 金 12,065

自 己 株 式 △440

評価・換算差額等 45

その他有価証券評価差額金 45

少 数 株 主 持 分 76

純 資 産 合 計 17,018

資 産 合 計 61,276 負債・純資産合計 61,276
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連 結 損 益 計 算 書

（平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで）

 （単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 140,879
売 上 原 価 89,285

売 上 総 利 益 51,593
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 51,880

営 業 損 失 286
営 業 外 収 益 1,698

受 取 利 息 32
受 取 配 当 金 10
受 取 手 数 料 91
受 取 保 証 料 728
仕 入 割 引 122
負 の の れ ん 償 却 額 470
そ の 他 244

営 業 外 費 用 366
支 払 利 息 274
支 払 手 数 料 39
そ の 他 52
経 常 利 益 1,044

特 別 利 益 229
固 定 資 産 売 却 益 210
貸 倒 引 当 金 戻 入 額 18

特 別 損 失 787
固 定 資 産 売 却 損 199
固 定 資 産 除 却 損 410
減 損 損 失 80
リ ー ス 解 約 損 13
事 業 構 造 改 善 費 用 58
そ の 他 23

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 486
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 474
法 人 税 等 調 整 額 2
少 数 株 主 損 失 24
当 期 純 利 益 34
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連結株主資本等変動計算書

（平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで）

（単位：百万円）

 
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

平成21年３月31日　残高 2,852 2,419 12,381 △269 17,383

連結会計年度中の変動額      

剰 余 金 の 配 当 － － △350 － △350

当 期 純 利 益 － － 34 － 34

自 己 株 式 の 取 得 － － － △171 △171

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計 － － △315 △171 △487

平成22年３月31日　残高 2,852 2,419 12,065 △440 16,896

 

評 価 ・ 換 算 差 額 等

少 数 株 主 持 分 純 資 産 合 計その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

平成21年３月31日　残高 △21 △21 102 17,465

連結会計年度中の変動額     

剰 余 金 の 配 当 － － － △350

当 期 純 利 益 － － － 34

自 己 株 式 の 取 得 － － － △171

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

66 66 △26 40

連結会計年度中の変動額合計 66 66 △26 △447

平成22年３月31日　残高 45 45 76 17,018
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連結注記表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 連結の範囲に関する事項

①　連結子会社の状況

・連結子会社の数 9社

・主要な連結子会社の名称 株式会社ラボネットワーク

株式会社ラボ生産

株式会社ピクチャリングオンライン

株式会社ビコムキタムラ

株式会社キタムラピーシーデポ

株式会社キタムラメディカル

株式会社キタムラトレードサービス

株式会社キタムラ経理

株式会社トランスフォーメーション

　前連結会計年度において連結子会社であった株式会

社日本写真物流は、当連結会計年度において清算した

ことに伴い連結の範囲から除外しております。但し、

清算結了（平成21年９月）までの損益計算書について

は連結計算書類に含めております。

　また、株式会社キタムラ経理は平成22年４月１日付

にて株式会社トランスフォーメーションを吸収合併し、

株式会社キタムラビジネスソリューションに商号変更

しております。

②　非連結子会社の状況　　　　    該当する子会社はございません。

(2) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　　すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
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(3) 会計処理基準に関する事項　

①　重要な資産の評価基準および評価方法

イ．有価証券 　

　　その他有価証券  

・時価のあるもの 連結会計年度の末日の市場価格等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）

・時価のないもの 移動平均法による原価法

ロ．たな卸資産

・商品及び原材料 主として移動平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）

・貯蔵品 最終仕入原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産（リース資産を除く）

　 建物(建物附属設備は除く)

ａ 平成10年３月31日以前に取得したもの

旧定率法によっております。

ｂ 平成10年４月１日から平成19年３月31日までに取得

したもの

旧定額法によっております。

ｃ 平成19年４月１日以降に取得したもの

定額法によっております。

建物以外

ａ 平成19年３月31日以前に取得したもの

旧定率法によっております。

　 ｂ 平成19年４月１日以降に取得したもの

定率法によっております。

　 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　建物及び構築物　　　３～47年

　工具、器具及び備品　２～20年

ロ．無形固定資産（リース資産を除く）

・自社利用のソフトウェア 　社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法

を採用しております。

・その他の無形固定資産 　定額法を採用しております。
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ハ．リース資産 　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリー

ス資産については、リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法を採用しております。

③　重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金 　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

ロ．賞与引当金 　従業員の賞与の支払いに備えるため、支給見込額に

基づき計上しております。

ハ．役員賞与引当金 　役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度における

支給見込額に基づき計上しております。

ニ．退職給付引当金 　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末

における退職給付債務および年金資産の見込額に基づ

き計上しております。

　 　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の

翌連結会計年度から費用処理することとしております。

　 　過去勤務債務は、発生時に一括処理しております。

ホ．役員退職慰労引当金 　当社および一部の連結子会社は役員の退職慰労金支

出に備えるため、規程に基づく連結会計年度末要支給

額を計上しております。

④　その他連結計算書類作成のための重要な事項

　消費税等の会計処理 　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

⑤　会計方針の変更

　該当事項はありません。 　　　

⑥　表示方法の変更

　該当事項はありません。 　

(4) 連結子会社の資産および負債の評価に関する事項

　連結子会社の資産および負債の評価方法は全面時価評価法によっております。
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２．連結貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産

建物 216百万円

土地 2,867百万円

投資有価証券 3百万円

計 3,087百万円

　上記の物件は、長期借入金3,943百万円の担保に供しております。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 14,699百万円

　

３．連結損益計算書に関する注記

減損損失

　当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上し

ました。

地域 用途 種類

 北海道・東北地区 営業店舗３店舗 建物及び構築物、機械装置及び運搬具、

工具、器具及び備品

 関東地区 営業店舗13店舗 建物及び構築物、機械装置及び運搬具、

工具、器具及び備品、長期前払費用、

リース資産

 中部地区 営業店舗８店舗 建物及び構築物、機械装置及び運搬具、

工具、器具及び備品

 近畿地区 営業店舗９店舗 建物及び構築物、機械装置及び運搬具、

工具、器具及び備品、長期前払費用、

リース資産

 四国地区 営業店舗１店舗  建物及び構築物、工具、器具及び備品

 九州地区 営業店舗８店舗 建物及び構築物、機械装置及び運搬具、

工具、器具及び備品、長期前払費用

 本社 遊休資産  電話加入権

　当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として主として店舗を基本単位

としてグルーピングしております。

　営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなる店舗、閉店が予定されている店舗につ

いて、帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失（56百万円）として特別損

失に計上しております。その内訳は建物及び構築物33百万円、機械装置及び運搬具4百万円、

工具、器具及び備品13百万円、長期前払費用2百万円およびリース資産1百万円であります。
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　なお、営業店舗の回収可能価額については使用価値により測定しており、将来キャッシュ・

フローを3.2％で割り引いて算定しております。

　また、遊休資産となった電話加入権については帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減

少額を減損損失（24百万円）として特別損失に計上しております。なお、当資産グループの

回収可能額は正味売却価額により評価しております。　

　

４．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

株 式 の 種 類 前連結会計年度末の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 17,918,252株 －株 －株 17,918,252株

(2) 自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 前連結会計年度末の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 409,030株 400,308株 －株 809,338株

    （注）普通株式の自己株式の増加株式数400,308株は、自己株式取得による増加400,000株、

単元未満株式の買取による増加308株であります。

　(3) 剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額等

平成21年６月24日開催の第75期定時株主総会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 350百万円

・１株当たり配当額 20円

・基準日 平成21年３月31日

・効力発生日 平成21年６月25日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌連結会計年度になる

もの

平成22年６月23日開催予定の第76期定時株主総会において次のとおり付議いたしま

す。

・配当金の総額 342百万円

・１株当たり配当額 20円

・基準日 平成22年３月31日

・効力発生日 平成22年６月24日

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。
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(4) 当連結会計年度末日における新株予約権に関する事項

 平成16年６月29日定時株主総会決議分

目的となる株式の種類 普通株式

目 的 と な る 株 式 の 数 557,000株

新 株 予 約 権 の 残 高 557個

　
５．金融商品に関する注記

(1)金融商品の状況に関する事項

　　①金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また資金調達につい

ては銀行借入による方針であります。デリバティブ取引は、外貨建金銭債権債務の為替

変動リスクを回避するために利用することとしており、投機的な取引は行わない方針で

あります。

　　②金融商品の内容および当該金融商品に係るリスク

　営業債権である受取手形及び売掛金、未収入金および仕入先長期積立金、敷金及び保

証金は、取引先の信用リスクに晒されております。

　　　　　投資有価証券である株式は、市場価格の変動に晒されております。

　営業債務である支払手形及び買掛金および未払金は、そのほとんどが１年以内の支払

期日であります。　

　借入金のうち短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則とし

て５年以内）は、主として設備投資に係る資金調達であります。

　なお、デリバティブ取引については、期末残高はございませんが、外貨建金銭債権債

務の為替変動によるリスクを回避することを目的として先物為替予約取引を実施するこ

とがあります。　

　　③金融商品に係るリスク管理体制

　営業債権である受取手形及び売掛金、未収入金および仕入先長期積立金のリスクに関

しては、当社グループの購買管理規程に従い、また、敷金及び保証金のリスクに関して

は、開発規程（店舗展開に関する規程）に従い、取引先ごとの期日管理および残高管理

を行うとともに、主要な取引先の信用状況を把握する体制としております。

　投資有価証券は業務上の取引関係を有する主要な企業の株式であり、定期的に把握さ

れた時価が取締役会に報告されております。

　営業債務および借入金は、当社グループでは、各社の資金繰りを経理担当子会社で一

括して、月次に資金繰計画を作成するなどの方法にて管理しております。

　デリバティブ取引の失効・管理については、取引の利用目的、取引方針、権限および

手続きを定めた社内規程に従い実行し、その内容については定期的に経理担当子会社に

報告することとしております。　
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(2)金融商品の時価等に関する事項

　　　平成22年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、

次のとおりであります。

　 　 連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

① 現 金 及 び 預 金 4,907百万円 4,907百万円 －百万円

② 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 6,080 6,080 －

③ 未 収 入 金 3,976 3,976 －

④ 投 資 有 価 証 券 498 498 －

⑤ 仕 入 先 長 期 積 立 金 1,404 1,404 －

⑥ 敷 金 及 び 保 証 金 10,705 10,408 △297

　 資 産 計 27,572 27,275 △297

① 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 16,227 16,227 －

② 短 期 借 入 金 1,700 1,700 －

③ １年内返済予定の長期借入金 7,590 7,590 －

④ 未 払 金 1,601 1,601 －

⑤ 長 期 借 入 金 8,890 8,892 1

　 負 債 計 36,009 36,010 1

 （注）1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資　産　

①現金及び預金、②受取手形及び売掛金および③未収入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価

額によっております。

④投資有価証券　

これらの時価については、株式は取引所の価格によっております。　

⑤仕入先長期積立金

これらは一定期間ごとに金利が更改されているため、時価は帳簿価額とほぼ等しいこと

から、当該帳簿価額によっております。

⑥敷金及び保証金　

これらの時価は、その将来キャッシュ・フローを回収する期間および一定の期間ごとに

区分した債権ごとに信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によっており

ます。
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負　債　

①支払手形及び買掛金、②短期借入金、③1年内返済予定の長期借入金および④未払金

これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿

価額によっております。

⑤長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定さ

れる利率で割り引いて算定する方法によっております。

 （注）2. 非上場株式等（連結貸借対照表計上額　125百万円）については、市場価格がなく、か

つ将来キャッシュ･フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認め

られるため、「資産④投資有価証券」には含めておりません。

　（追加情報）

　　当期より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　平成20年３月10日）およ

び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　平成20年３

月10日）を適用しております。

　

６．賃貸等不動産に関する注記

　賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため注記を省略しております。

　

７．持分法損益等に関する注記　

　該当事項はありません。　

　

８．企業結合等に関する注記

　該当事項はありません。

　

９．１株当たり情報に関する注記

　(1) １株当たり純資産額 990円24銭

　(2) １株当たり当期純利益 1円99銭

　

10．重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。
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貸　借　対　照　表
（平成22年３月31日現在）

（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
有 価 証 券
商 品
貯 蔵 品
前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
関係会社短期貸付金
未 収 入 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
工具、器具及び備品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
電 話 加 入 権
借 地 権
商 標 権
ソ フ ト ウ ェ ア
ソフトウェア仮勘定

投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
長 期 貸 付 金
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
敷 金 及 び 保 証 金
仕 入 先 長 期 積 立 金
破 産 更 生 債 権 等
そ の 他
貸 倒 引 当 金

29,599
4,294

9
4,166

34
10,668

810
622
382

3,480
4,889
241
△0

29,411
11,562
3,992
408
339

1,572
5,095
151
1

2,401
137
442
91

1,713
16

15,447
622

1,487
21
411

2,092
10,300

518
6
46

△59

流 動 負 債 29,334
支 払 手 形 7,594
買 掛 金 7,465
短 期 借 入 金 1,700
１年内返済予定の長期借入金 7,590
１ 年 内 償 還 予 定 の 社 債 40
リ ー ス 債 務 68
未 払 金 2,068
未 払 費 用 1,506
未 払 法 人 税 等 372
未 払 消 費 税 等 8
前 受 金 67
預 り 金 55
賞 与 引 当 金 684
設 備 関 係 支 払 手 形 83
そ の 他 30

固 定 負 債 12,915
長 期 借 入 金 8,890
リ ー ス 債 務 89
退 職 給 付 引 当 金 2,362
役員退職慰労引当金 424
負 の の れ ん 940
そ の 他 206
負 債 合 計 42,249

純 資 産 の 部
株 主 資 本 16,716
資 本 金 2,852
資 本 剰 余 金 2,419
資 本 準 備 金 2,419
利 益 剰 余 金 11,885
利 益 準 備 金 150
そ の 他 利 益 剰 余 金 11,734
買換資産圧縮積立金 11
別 途 積 立 金 9,645
繰 越 利 益 剰 余 金 2,077

自 己 株 式 △440
評価・換算差額等 45
その他有価証券評価差額金 45
純 資 産 合 計 16,761

資 産 合 計 59,011 負債・純資産合計 59,011
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損　益  計  算  書

（平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで）

 （単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 114,490

売 上 原 価 68,533

売 上 総 利 益 45,956

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 46,855

営 業 損 失 898

営 業 外 収 益 2,068

受 取 利 息 及 び 配 当 金 608

受 取 保 証 料 713

そ の 他 の 営 業 外 収 益 747

営 業 外 費 用 347

支 払 利 息 271

そ の 他 の 営 業 外 費 用 76

経 常 利 益 822

特 別 利 益 2

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 2

特 別 損 失 375

固 定 資 産 除 却 損 285

固 定 資 産 売 却 損 7

減 損 損 失 75

リ ー ス 解 約 損 7

税 引 前 当 期 純 利 益 449

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 267

法 人 税 等 調 整 額 △69

当 期 純 利 益 251
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株主資本等変動計算書

（平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで）

（単位：百万円）

 

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計

資本準備金
資本剰余金
合 計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計買 換 資 産

圧縮積立金
別 途
積立金

繰越利益
剰 余 金

平成21年３月31日　残高 2,852 2,419 2,419 150 11 9,645 2,176 11,983 △269 16,986

事業年度中の変動額           

剰余金の配当 － － － － － － △350 △350 － △350

当 期 純 利 益 － － － － － － 251 251 － 251

自己株式の取得 － － － － － － － － △171 △171

買換資産圧縮積
立 金 の 取 崩

－ － － － △0 － 0 － － －

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中の
変 動 額 ( 純 額 )

－ － － － － － － － － －

事業年度中の変動額合計 － － － － △0 － △98 △98 △171 △270

平成22年３月31日　残高 2,852 2,419 2,419 150 11 9,645 2,077 11,885 △440 16,716

 

評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

平成21年３月31日　残高 △20 △20 16,965

事業年度中の変動額 　 　 　

剰余金の配当 － － △350

当 期 純 利 益 － － 251

自己株式の取得 － － △171

買換資産圧縮積
立 金 の 取 崩

－ － －

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中の
変 動 額 ( 純 額 )

66 66 66

事業年度中の変動額合計 66 66 △204

平成22年３月31日　残高 45 45 16,761



－ 31 －

個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準および評価方法

　①　有価証券の評価基準および評価方法

・子会社株式 移動平均法による原価法

・その他有価証券

　　・時価のあるもの 事業年度の末日の市場価格等に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）

　　・時価のないもの 移動平均法による原価法

　②　たな卸資産の評価基準および評価方法

・商品 主として移動平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）

・貯蔵品 最終仕入原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

　 建物(建物附属設備は除く)

ａ 平成10年３月31日以前に取得したもの

旧定率法によっております。

ｂ 平成10年４月１日から平成19年３月31日までに取得

したもの

旧定額法によっております。

ｃ 平成19年４月１日以降に取得したもの

定額法によっております。

建物以外

ａ 平成19年３月31日以前に取得したもの

旧定率法によっております。

ｂ 平成19年４月１日以降に取得したもの

定率法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　建物及び構築物　　　３～47年

　工具、器具及び備品　２～20年
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②　無形固定資産（リース資産を除く）

・自社利用のソフトウェア 　社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法

を採用しております。

・その他の無形固定資産 　定額法を採用しております。

③　リース資産 　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリー

ス資産については、リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金 　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。

②　賞与引当金 　従業員の賞与の支払いに備えるため、支給見込額に

基づき計上しております。

③　退職給付引当金 　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末にお

ける退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計

上しております。

　 　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）

による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事

業年度から費用処理することとしております。

　 　過去勤務債務は、発生時に一括処理しております。

④　役員退職慰労引当金 　役員の退職慰労金の支出に備えるため、規程に基づ

く事業年度末要支給額を計上しております。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

　消費税等の会計処理 　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

(5) 会計方針の変更  

　該当事項はありません。

(6) 表示方法の変更  

　該当事項はありません。
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２．貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産

建物 216百万円

土地 2,867百万円

投資有価証券 3百万円

計 3,087百万円

上記の物件は、長期借入金3,943百万円の担保に供しております。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 13,095百万円

(3) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります（区分表示したものを除く）。

①　短期金銭債権 1,523百万円

②　短期金銭債務 1,546百万円

　

３．損益計算書に関する注記

(1) 関係会社との取引高

　営業取引高 　

　　売上高 1百万円

　　仕入高 7,194百万円

　　販売費及び一般管理費 1,309百万円

　営業取引以外の取引高 614百万円
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(2) 減損損失

      当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

地域 用途 種類

 北海道・東北地区 営業店舗３店舗 建物、構築物、機械及び装置、工具、

器具及び備品

 関東地区 営業店舗13店舗 建物、構築物、機械及び装置、工具、

器具及び備品、長期前払費用、リース

資産　　　　

 中部地区 営業店舗８店舗 建物、構築物、機械及び装置、工具、

器具及び備品

 近畿地区 営業店舗９店舗 建物、構築物、機械及び装置、工具、

器具及び備品、長期前払費用、リース

資産

 四国地区 営業店舗１店舗 建物、構築物、工具、器具及び備品

 九州地区 営業店舗８店舗 建物、構築物、機械及び装置、工具、

器具及び備品、長期前払費用

 本社 遊休資産  電話加入権

    当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として主として店舗を基本単位としてグ

ルーピングしております。

　営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなる店舗について、帳簿価額を回収可能額

まで減額し、当該減少額を減損損失（56百万円）として特別損失に計上しております。その

内訳は建物31百万円、構築物2百万円、機械及び装置4百万円、工具、器具及び備品13百万円、

長期前払費用2百万円およびリース資産1百万円であります。

　なお、当該資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・

フローを3.2％で割り引いて算定しております。

　　また、遊休資産となった電話加入権については帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減

少額を減損損失（18百万円）として特別損失に計上しております。なお、当資産グループの

回収可能額は正味売却価額により評価しております。　

　

４．株主資本等変動計算書に関する注記

　自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 前事業年度末の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 409,030株 400,308株 －株 809,338株

　　（注）普通株式の自己株式の増加株式数400,308株は、自己株式取得による増加400,000株、

単元未満株式の買取による増加308株であります。　　　　
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５．税効果会計に関する注記

(1)繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産 　　百万円

　賞与引当金 277

　未払事業税 29

　退職給付引当金 960

　減価償却一括償却資産 48

　棚卸資産評価損 27

　役員退職慰労引当金 172

　減損損失 322

　繰越欠損金 1,060

　その他 91

繰延税金資産小計 2,990

評価性引当額 △263

繰延税金資産合計 2,726

繰延税金負債 　

　固定資産圧縮積立金 △7

　土地借地権評価差額 △213

　有価証券評価差額 △30

繰延税金負債合計 △252

繰延税金資産の純額 2,474

(2)法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の

内訳　

法定実効税率 40.6％

(調整）     

　交際費等永久に損金にされない項目 1.7

　受取配当等永久に益金にされない項目 △45.8

　寄付金の損金不算入額 0.1

　住民税均等割額等 59.0

　評価性引当額 30.0

　負ののれん償却額 △42.5

　その他 1.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率　 44.1
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６．リースにより使用する固定資産に関する注記

(1) 事業年度の末日における取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額

および期末残高相当額

 取得価額相当額 減価償却累計額相当額 減損損失累計額相当額 期末残高相当額

機械及び装置 793百万円 696百万円 －百万円 97百万円

工具、器具及び
備 品

2,920 1,813 － 1,107

そ の 他 216 143 － 72

合 計  3,930 2,653 － 1,277

(2) 事業年度の末日における未経過リース料相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 747百万円

１年超 582百万円

計 1,329百万円

リース資産減損勘定の残高 20百万円

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額および

減損損失

支払リース料 1,200百万円

リース資産減損勘定の取崩額 48百万円

減価償却費相当額 1,148百万円

支払利息相当額 40百万円

減損損失 1百万円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(5) 利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方

法については、利息法によっております。
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７．関連当事者との取引に関する注記

(1) 子会社および関連会社等

種類
会社等
の名称
又は氏名

所在地

資本金
又は　
出資金
(百万円)

事 業 の
内 容
又は職業

議決権等

の 所 有

(被所有)

割合(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科 目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

子会社

株式会社
ラボネッ
トワーク

高知市
本町

201

写真の現
像､プリン
トおよび
写真関連
用品等の
卸販売

100.0 ２人
資金の
援助

運転資金
貸 付 　
（注２）

3,885
関 係 会 社
短期貸付金

1,490

利息の受取 25  － －

株式会社
ビコムキ
タ ム ラ

高知市
本町

490

ビデオ・Ｃ
Ｄレンタル
およびゲー
ム関連機器
等の販売

100.0 ２人
資金の
援助

運転資金
貸 付 　
（注２）

90
関 係 会 社
短期貸付金

1,160

利息の受取 20 － －

株式会社
ピクチャ
リングオ
ンライン

高知市
本町

100

インターネ
ット通販、
ネットによ
る販売促進
業務

100.0 ３人

当社商
品の販
売・資
金の援
助

運転資金
貸 付 　
（注２）

725
関 係 会 社
短期貸付金

390

利息の受取 7 － －

商品の販売
（ 注 ３ ）

11,141
関 係 会 社
未 収 入 金

1,301

株式会社
キタムラ
メディカ
ル

高知市
本町

10

レントゲン
フィルム、
医療用機器
等の販売

100.0 ２人
資金の
援助

運転資金
貸 付 　
（注２）

1,300
関 係 会 社
短期貸付金

0

利息の受取 1 － －

株式会社
ラボ生産

高知市
本町

30

プリント現
像処理およ
びデジタル
加工処理の
卸売

100.0 ４人
資金の
援助

運転資金
貸 付 　
（注２）

3,793
関 係 会 社
短期貸付金

310

利息の受取 13 － －

（注）１．記載しております金額について、取引高についての取引金額には消費税等は含まれて

おりませんが、債権債務の期末残高には消費税等を含んでおります。

２．運転資金の貸付に関しては、市場金利を勘案して決定しております。

３．販売価額については、仕入価額と同額としており、損益計算書上、売上高と仕入高を

相殺して表示しております。　
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(2) 役員および個人主要株主等

種 類
氏名および
会社等の名称

所 在 地

資本金
又は　
出資金
(百万円)

事 業 の
内 容
又は職業

議決権等
の 所 有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
と の 関 係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科 目
期末残高
(百万円)役 員

の 兼
任 等

事 業
上 の
関 係

役員お

よびそ

の近親

者が議

決権の

過半数

を所有

してい

る会社

等（当

該会社

等の子

会社を

含む）

株式会社
ナイスク　
（注２）

東京都新宿区 10

 出版プ
ロデュー
ス、製作
および編
集
 スポー
ツ教室の
主宰・運
営
 販促・
事業改革
策定・研
修などの
企業支援

 なし １

販 促
物 の
製 作
お よ
び 企
画 運
営

販促物
の製作
（注３）

34 未払金 4

（注）１．記載しております金額について、取引高についての取引金額には消費税等は含まれて

おりませんが、債権債務の期末残高には消費税等を含んでおります。なお、取引の内

容および取引金額を除く項目は、期末日現在のものを記載しております。

２．当社取締役の松尾　喬が議決権の71％を直接所有しております。

３．取引条件については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。

　

８．企業結合等に関する注記

該当事項はありません。

　

９．１株当たり情報に関する注記

　(1) １株当たり純資産額 979円70銭

　(2) １株当たり当期純利益 14円51銭

　

10．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査報告

 独立監査人の監査報告書  

 平成22年５月20日 

 株式会社　キ　タ　ム　ラ  

 取　締　役　会　御中  

 あずさ監査法人  

 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 若 林 博 史 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 中 村 宏 之 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 秋 山 高 広 

 

 　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社キタムラの平成21年４月１

日から平成22年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、

連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。この連

結計算書類の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結計算書類に

対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽の表示がないかどうかの合

理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した

会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

連結計算書類の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表

明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠して、株式会社キタムラ及び連結子会社から成る企業集団の当該連結計算

書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの

と認める。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

 独立監査人の監査報告書  

 平成22年５月20日 

 株式会社　キ　タ　ム　ラ  

 取　締　役　会　御中  

 あずさ監査法人  

 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 若 林 博 史 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 中 村 宏 之 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 秋 山 高 広 
 

 　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社キタムラの平成21年

４月１日から平成22年３月31日までの第76期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行

った。この計算書類及びその附属明細書の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経

営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含

め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することを含んでいる。当監査法

人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産

及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

 監　査　報　告　書  

 　当監査役会は、平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第76期事業
年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づ
き、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
　
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実
施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人から
その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、
職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通
を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会そ
の他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、
本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。
また、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
の体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会
社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役
会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システ
ム）の状況を監視及び検証いたしました。子会社については、子会社の取
締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社
から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る
事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

 

 　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施し
ているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査
人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社
計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平
成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、
必要に応じて説明を求めました。

 

 　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並び
に連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動
計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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 ２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。
二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違

反する重大な事実は認められません。
三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め

ます。また、当該内部統制システムに関する取締役の職務の執行に
ついても、指摘すべき事項は認められません。

　　なお、財務報告に係る内部統制については、本監査報告書の作成時
点において有効である（重要な欠陥はない）旨の報告を取締役等及
びあずさ監査法人から受けております。　

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認め
ます。

(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認め
ます。

 

 平成22年５月26日  

 株式会社キタムラ　監査役会  

 

常 勤 監 査 役 西 本 修 司 

監 査 役 椿 　 　 勲 

社 外 監 査 役 紅 露 昭 男 

社 外 監 査 役 上 原 和 彦 

 

以　上
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株主総会参考書類
　

第１号議案　剰余金の処分の件

剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

　期末配当に関する事項

　　第76期の期末配当につきましては、当期の業績ならびに今後の事業展開

　　等を勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。

①　配当財産の種類

　金銭といたします。

②　配当財産の割当てに関する事項およびその総額

　当社普通株式１株につき金20円といたしたいと存じます。

　なお、この場合の配当総額は342,178,280円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日

　平成22年６月24日といたしたいと存じます。
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第２号議案　定款一部変更の件

１．変更の理由

　 事業内容の多様化に対応するため、事業目的を整備するものであります。

２．変更の内容

    変更の内容は、次のとおりであります。
 　　　（下線は変更箇所を示します。）

現 行 定 款 変 更 案

第２条（目的） 第２条（目的）

当会社は下記の業務を営むことを目

的とする。

当会社は下記の業務を営むことを目

的とする。

１． １．

　 (条文省略） 　（現行どおり）

15. 15.

16．社内不動産の売買、賃貸、管理等の

取引に関する業務

　　（削除）

17. 16.

　 (条文省略） 　（現行どおり）

19. 18.

20. オーディオソフト、ビデオソフトお

よびコンパクトディスク、光学式デ

ィスクに関するものの販売およびレ

ンタル業務

19. レンタル業務

21. 写真機械器具、光学機械器具および

これらの附属品のレンタル業務

　　（削除）

22. 20.

　 (条文省略） 　（現行どおり）

23. 21.
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 第３号議案　取締役21名選任の件

　取締役全員22名は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりま
す。
　つきましては、取締役会において機動的に意思決定が行えるよう取締役
を１名減員し、取締役21名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番　号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位および担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社株式の数

１
北 村 正 志

(昭和16年３月28日生)

昭和60年３月　当社代表取締役社長

平成15年６月　当社代表取締役会長兼ＣＥＯ

　　　　　　　（現任）

平成16年10月　株式会社キタムラホールディング

ス（現・株式会社キタマサ）代表

取締役社長（現任）

平成21年４月　株式会社ラボ生産代表取締役会長

（現任）

378,238株

２
杉 本 　 央

(昭和20年11月18日生)

昭和60年３月　当社取締役

平成11年６月　当社常務取締役

平成18年７月　当社専務取締役兼営業本部長

平成19年７月　当社取締役副社長

平成20年６月　株式会社キタムラ経理（現・株式

会社キタムラビジネスソリューシ

ョン）代表取締役社長（現任）

平成21年７月　当社代表取締役副会長（現任）　

36,898株

３
浜 田 宏 幸

(昭和32年８月31日生)

平成10年６月　当社取締役

平成12年７月　当社常務取締役

平成18年５月　当社スタジオマリオ事業部長

平成21年５月　当社営業本部長兼スタジオマリオ

事業部長

平成21年７月　当社専務取締役

平成21年９月　当社営業本部長兼スタジオマリオ

事業部長兼ＥＣ推進本部長　

平成22年１月　当社代表取締役社長（ＣＯＯ）

　　　　　　　（現任）　

17,900株
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候補者
番　号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位および担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社株式の数

４
北 村 正 雄

(昭和22年10月13日生)

昭和63年３月　当社取締役

平成11年６月　当社常務取締役

平成18年１月　当社営業部長販促担当兼中古カメ

ラ・修理担当兼天神地区事業部長

兼福岡／天神店店長

平成19年７月　当社専務取締役

平成21年７月　当社取締役副社長（現任）　

平成22年２月　当社営業部長兼販促担当兼通販事

業部担当（現任）　

63,522株

５
武 川 　 泉

(昭和31年６月24日生)

平成11年６月　当社取締役

平成12年７月　当社常務取締役

平成15年６月　当社代表取締役社長（ＣＯＯ）兼

営業本部長

平成17年12月　当社代表取締役社長（ＣＯＯ）

平成19年７月　株式会社キタムラピーシーデポ代

表取締役社長（現任）

平成22年１月　当社常務取締役（現任）

平成22年２月　当社東岡山地区事業部長兼岡山／

青江店店長（現任）　　　　　　

24,900株

６
甲 藤 隆 造

(昭和29年12月３日生)

平成14年６月　当社取締役

平成18年４月　当社カメラのキタムラ事業部長兼

三重地区事業部長兼岐阜地区事業

部長兼岡山地区事業部長兼倉敷地

区事業部長

平成18年11月　当社カメラのキタムラ事業部長兼

岐阜地区事業部長兼岡山地区事業

部長兼倉敷地区事業部長

平成19年４月　当社カメラのキタムラ事業部長兼

岐阜地区事業部長（現任）

平成20年７月　当社常務取締役（現任）

17,900株
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候補者
番　号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位および担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社株式の数

７
水 野 年 成

(昭和31年１月22日生)

平成10年６月　当社取締役（現任）

平成18年７月　当社なんばＣＩＴＹ地区事業部長

兼大阪／なんばＣＩＴＹ店店長

平成20年１月　当社滋賀地区事業部長兼なんばＣ

ＩＴＹ地区事業部長兼大阪／なん

ばＣＩＴＹ店店長

平成21年３月　当社なんばＣＩＴＹ地区事業部長

兼大阪／なんばＣＩＴＹ店店長

（現任）

17,900株

８
菅 原 孝 行

(昭和31年７月20日生)

平成10年６月　当社取締役（現任）

平成16年７月　当社岡山地区事業部長兼倉敷地区

事業部長兼岡山／青江店店長

平成17年１月　当社岡山地区事業部長兼倉敷地区

事業部長

平成17年７月　当社管理部長（現任）　　

13,254株

９
岩 本 満 孝

(昭和39年４月16日生)

平成15年２月　当社開発部部長兼北大阪・東兵庫

地区事業部長

平成16年６月　当社取締役（現任）

平成16年９月　当社開発部部長（現任）

4,789株

10
松 井 幹 夫

(昭和32年２月４日生)

平成４年６月　当社東京／羽村店店長

平成６年８月　当社営業部ＦＣ・業務委託担当

（現任）

平成17年６月　当社取締役（現任）

12,291株

11
大 西 英 之

(昭和31年11月23日生)

平成15年10月　コニカミノルタフォトソリューシ

ョンズ株式会社取締役

平成16年７月　スタジオプラン株式会社代表取締

役

平成18年６月　当社取締役（現任）

当社ラボネットワーク担当（現任）

2,905株
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候補者
番　号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位および担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社株式の数

12
小 川 敦 之

(昭和33年12月22日生)

平成17年11月　日本マクドナルド株式会社退職

平成17年11月　当社入社

営業部営業推進部長

平成18年４月　当社営業部営業推進部長兼東京・

東神奈川地区事業部長

平成18年６月　当社取締役（現任）

平成20年10月　当社営業部営業推進部長兼西東京

地区事業部長

平成22年２月　当社営業部営業推進部長兼東東京

地区事業部長（現任）　

3,804株

13
脇 田 保 臣

(昭和43年２月26日生)

平成18年６月　当社取締役（現任）

平成20年１月　当社千葉地区事業部長兼埼玉地区

事業部長兼市川／北国分店店長

平成20年10月　当社東広島地区事業部長兼西広島

地区事業部長兼広島／あけぼの店

店長

平成21年３月　当社西広島地区事業部長兼広島／

あけぼの店店長（現任）

8,359株

14
秋 山 圭 一

(昭和32年12月18日生)

平成18年６月　当社取締役（現任）

平成21年３月　当社南茨城地区事業部長兼つくば

／つくば店店長

平成21年５月　当社南茨城地区事業部長兼渋谷地

区事業部長兼東京／渋谷店店長

平成21年７月　当社渋谷地区事業部長兼東京／渋

谷店店長（現任）　　

16,240株

15
金 澤 　 稔

(昭和25年10月１日生)

平成５年６月　当社取締役

平成13年７月　当社常務取締役

平成17年６月　当社顧問

平成19年６月　当社取締役（現任）

当社業務改善室長（現任）

2,841株
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候補者
番　号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位および担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社株式の数

16
岡 林 一 郎

(昭和37年10月22日生)

平成16年７月　当社道央地区事業部長兼道北・道

東地区事業部長兼札幌／新道東店

店長

平成17年４月　当社スタジオマリオ事業部副事業

部長（現任）

平成19年６月　当社取締役（現任）

133,328株

17
成 　 岡 　 冨 士 夫

(昭和28年１月12日生)

平成12年６月　当社取締役

平成19年６月　当社取締役退任

平成20年６月　当社取締役（現任）

平成21年３月　当社西千葉地区事業部長兼市川／

北国分店店長（現任）

40,164株

18
蒲 地 順 二

(昭和41年１月25日生)

平成20年５月　当社東部静岡地区事業部長兼中部

静岡地区事業部長兼西部静岡地区

事業部長兼静岡／石田店店長兼静

岡／アピタ店店長

平成20年６月　当社取締役（現任）

平成20年10月　当社中静岡地区事業部長兼西静岡

地区事業部長兼静岡／石田店店長

兼アピタ静岡店店長

平成21年３月　当社中静岡地区事業部長兼静岡／

石田店店長（現任）

914株

19
高 木 伸 二

(昭和36年７月13日生)

平成12年11月　株式会社ラボネットワークＮＥＸ

Ｔ事業部ネットビジネス事業部長

平成18年11月　株式会社ピクチャリングオンライ

ン物販事業部長出向　

平成19年４月　株式会社ピクチャリングオンライ

ン取締役

平成21年９月　株式会社ピクチャリングオンライ

ン代表取締役社長（現任）

0株
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候補者
番　号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位および担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社株式の数

20
櫻 井  均

(昭和42年11月23日生)

平成17年12月　営業部勤務兼キタムラグループＣ

Ｓ向上委員会事務局長兼デジカメ

なんでも相談室室長兼お客さまな

んでも相談室室長兼ＣＳ向上事務

局長兼フォトカルチャー開発室

　　　　　　　勤務

平成20年６月　株式会社ラボネットワーク代表取

締役社長（現任）

平成21年４月　株式会社ラボ生産代表取締役社長

（現任）

11,093株

21
松 尾 　 喬

(昭和21年１月19日生)

昭和53年５月　株式会社ナイスク設立

代表取締役社長

平成17年６月　当社取締役（現任）

平成20年12月　株式会社ナイスク

代表取締役会長（現任）

0株

（注）１．取締役候補者松尾　喬氏は、株式会社ナイスクの代表取締役会長をしており、当社は

同社と広告関連等に関する取引を行っております。

２．その他の各取締役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

３．松尾　喬氏は、社外取締役候補者であります。

４．松尾　喬氏を社外取締役候補者とした理由は、株式会社ナイスクの代表取締役会長と

して、経営者としての豊富な経験を高く評価し、当社の経営全般に対し的確な助言を

いただくことで経営体制がさらに強化できるものと判断し、社外取締役として選任を

お願いするものであります。

５．松尾　喬氏の社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって５年

であります。
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第４号議案　監査役１名選任の件

　監査役上原和彦氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となり

ますので、監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は次のとおりであります。

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 お よ び 当 社 に お け る 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社株式の数

上 原 和 彦

(昭和20年10月22日生)

平成20年４月　富士フイルムイメージングソリュー

ションズ株式会社代表取締役社長

平成20年６月　当社監査役（現任）

4,539株

（注）１．監査役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

２．上原和彦氏は、社外監査役候補者であります。

    なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所

に届け出ております。                                  

３．上原和彦氏を社外監査役候補者とした理由は、経営者としての豊富な経験とその経験

を活かした幅広い見地から、当社の経営全般に対する指導および監査をいただけるも

のと判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。　

４．上原和彦氏の社外監査役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって２年

であります。　

　

第５号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

　本定時株主総会終結の時をもって退任されます取締役木内憲一、輪違秀

行の両氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、相

当額の範囲内で退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。

　その具体的な金額、支払いの時期、方法等は、取締役会にご一任願いた

いと存じます。

　退任取締役の略歴は次のとおりであります。

氏 名 略 歴

木 内 憲 一
平成11年６月　当社取締役

現在に至る

輪 違 秀 行
平成19年６月　当社取締役

現在に至る

　

                                                  　　　　       以　上



株主総会会場ご案内図
　

会場　横浜市港北区新横浜３－６－15

新横浜グレイスホテル　３階グレイス

　

至あざみ野

●鳥山大橋

至第三京浜
港北インター

日産スタジアム

城南信用金庫

キュービックプラザ新横浜

富士火災

岸根交差点

至小田原
新幹線　　　　　　新横浜駅

至横浜

至東京

横浜
アリーナ

大豆戸交差点

富士通

至東神奈川

 至
町
田

JR横浜線新横浜駅

新横浜
労災病院

●鳥山川

派出所

新横浜プリンスホテル
プリンスペペ

三井生命ビル

新横浜グレイスホテル
「総会会場」

　

交通機関　横浜駅からJR横浜線・市営地下鉄線で約11分

　

新横浜駅下車　徒歩約１分


